
小松島市プロポーザル方式実施要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は，市が発注する企画・調査，計画，設計等の業務のうち，高度な技術又

は専門的な知識を必要とする業務等の契約に当たり，当該業務に係る提案を求め，当該業

務の目的及び内容に最も適した者を選定して随意契約を行う方法（以下「プロポーザル方

式」という。）の実施について必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ

る。

(1) 公募型プロポーザル方式 公募により提案者を募って行う方式をいう。

(2) 指名型プロポーザル方式 あらかじめ複数の提案者を指名により選定し，当該指名

者から提案を受ける方式をいう。

（対象業務）

第３条 プロポーザル方式の対象となる業務（以下「対象業務」という。）は，高度又は独

自の技術等が必要とされるため価格だけでの競争になじまないと判断される次に掲げる

業務とする。

(1) 都市計画調査，地域・地区計画調査，総合計画調査，分野別計画調査，市場経済調査，

環境影響調査，広報計画調査等，複数の分野にまたがる広範かつ高度な知識と豊かな経

験を必要とする業務

(2) 大規模かつ複雑な施工計画の立案，景観を重視した施設設計，地域の特性を考慮した

情報化計画，高度な計算・解析を伴う調査等新たな技術を要するものであって高度な知

識と豊かな経験を必要とする業務

(3) 象徴性，記念性，芸術性，創造性等を求められる業務で高度な技術力を必要とする業

務

(4) 先進的な前例が少なく特殊な実験又は診断・解析を必要とする業務

(5) 計画から設計まで一貫して発注する必要のある業務

(6) その他プロポーザル方式により実施することが適当であると市長が認める業務

（実施の決定）

第４条 プロポーザル方式により対象業務を発注しようとする場合，対象業務を所管する

課長（以下「所管課長」という。）は，次の各号に掲げる事項について，小松島市建設工

事等審査委員会又は小松島市物品購入等審査委員会の審査を経て，市長の決裁を受けな

ければならない。

(1) 業務名

(2) 業務概要

(3) 業務の概算経費額

(4) 履行期限

(5) 前条における該当基準

(6) 公募型プロポーザル方式又は指名型プロポーザル方式の別並びにプロポーザル方式

を採用する理由及び導入効果

(7) 次条に規定する審査委員会の構成

(8) 事業スケジュール



（審査委員会の設置）

第５条 前条の規定によりプロポーザル方式の実施が決定したときは，所管課長は対象業

務の内容に合わせてプロポーザル方式受託者特定審査委員会（以下「審査委員会」という。）

を設置しなければならない。

２ 審査委員会は，委員長及び委員をもって構成する。

３ 委員は，対象業務に関連する職員のほか、公正性及び透明性を確保するため、原則とし

て、学識経験者等本市職員以外の者を委員とし、委員数の２分の１以上を採用する。ただ

し、当該業務の専門性及び特殊性等に鑑み、特別な事情がある場合はこの限りでない。

４ 委員長は委員の互選により決定する。

５ 委員長及び委員の任期は，対象業務の契約締結の日までとする。

６ 審査委員会の庶務は，対象業務を所管する課において処理する。

（審査委員会の所掌事項）

第６条 審査委員会は，次に掲げる事項を審議し，及び決定する。

(1) 対象業務のプロポーザル方式実施要領

(2) 提案書の提出を要請する者の選定

(3) 提案書を特定するための評価基準

(4) 提案書の審査及び特定

(5) 前各号に掲げるもののほか，必要な事項

２ 前項第２号の提案書提出者を選定するための基準は別表第１を，前項第３号の提案書

を特定するための評価基準は別表第２を標準として設定する。

（審査委員会の会議）

第７条 審査委員会の会議は，委員長が招集し，その議長となる。

２ 審査委員会は，委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

３ 審査委員会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，委員長の決すると

ころによる。

４ 委員長は，必要があると認めるときは，委員以外の者の意見を求めることができるもの

とする。

５ 委員長は，委員会の会議に付する事案について急を要するもの等については，持ち回り

の方法により委員の同意を得て，委員会の審査に代えることができる。

６ 審査委員会の会議に出席した者は，当該会議において知り得た秘密を他に漏らしては

ならない。

（参加資格要件等）

第８条 プロポーザル方式への参加者は，次に掲げる資格要件を満たす者でなければなら

ない。

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の 4第 1項（同令第 167 条の 11

第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に該当しないこと。

(2) 対象業務における小松島市での競争入札参加資格を有していること。

(3) 小松島市建設業者等指名停止等措置要綱及び小松島市物品調達業者等指名停止等措

置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。

(4) 小松島市暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加排除措置を受けていないこと。

(5) 提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。

(6) その他市長が必要と認める要件



２ 前項の規定にかかわらず，業務の特殊性などを考慮し，広く提案を求める必要がある等

の場合には，業務等の実施に際して必要と認められる要件を別に定めた上で，同項２号に

該当しない者をプロポーザル方式による選定に参加させることができる。

３ 前項の規定により、小松島市での競争入札参加資格を有していない者をプロポーザル

方式に参加させようとする場合は，次に掲げる書類を提出させ，所管課において審査を行

った上で，その参加の適否を判断するものとする。

(1) 法人又は個人の公的証明書（登記事項証明書等）

(2) 納税証明書（未納がないことを確認できるもの）

(3) 誓約書

(4) その他審査に必要な書類

４ プロポーザル方式への参加者が契約を締結するまでの間に第１項及び第２項の資格要

件を有しなくなった場合は，その時点で失格とする。

（公募型プロポーザル方式の実施）

第９条 市長は，公募型プロポーザル方式を実施しようとするときは，次に掲げる事項を，

ホームページへの掲載，公告その他の方法により公表するものとする。

(1) 業務名，業務概要及び履行期限

(2) 提案書の提案者の資格

(3) 提案書を特定するための評価基準

(4) 担当部課

(5) 関係書類の交付期間，場所及び方法

(6) 提案書の提出期限，場所及び方法

(7) 募集から提案採否決定までのスケジュール

(8) その他必要と認める事項

（参加表明手続）

第 10 条 公募型プロポーザル方式において，提案書の提出を希望する者は，前条の規定に

よる公表において指定する日までに，公募型プロポーザル参加表明書（様式第１号）及び

必要書類（当該公表において指定されたもの。）を市長に提出しなければならない。

（参加資格の確認）

第 11 条 市長は，前条の規定による公募型プロポーザル参加表明書の提出があったときは，

参加表明者の資格条件を審査，及び確認した後，参加資格の確認の結果をプロポーザル参

加資格確認結果通知書（様式第２号）により通知するものとする。

２ 市長は，前項の規定により参加資格を有することを確認した者には，提案書提出依頼通

知書（様式第３号）により提案書の提出を依頼するものとする。

３ 市長は，第１項の規定により参加資格を有しないことを確認した者には，その理由を付

して通知するものとする。

４ 参加資格を有することを認める旨の通知を受けた者は，提案書提出依頼通知書に基づ

き提案書を提出するものとする。

５ 参加資格を有しないことの通知を受けた者は，その通知の日の翌日から起算して７日

（小松島市の休日を定める条例（平成元年小松島市条例第３２号）第１条に規定する市の

休日を含まない。）以内に市長に対して，プロポーザル参加資格確認結果通知書に付され

た理由についての説明を書面により求めることができる。

（指名型プロポーザル方式の実施）



第 12 条 市長は，指名型プロポーザル方式を実施しようとするときは，第８条に規定する

参加資格要件を満たす者の中から，提案書の提出を要請する者（以下「指名業者」という。）

を選定するものとする。

（指名の通知）

第 13 条 市長は，指名業者を決定した場合は，速やかに指名業者に対し指名通知書（様式

第４号）により第９条各号に規定する事項を通知するとともに，提案書提出依頼通知書

（様式第３号）により提案書の提出を依頼するものとする。

２ 指名業者は，前項の規定による通知により指定された日までに参加承諾・辞退届（様式

第５号)により参加の意思表示を行うものとする。

（提案書の特定）

第 14 条 市長は，公募型プロポーザル方式又は指名型プロポーザル方式による提案書の提

出があった場合は，審査委員会が設定する評価基準に基づき審査及び評価を行い，対象業

務に最も適した提案書を特定するものとする。この場合において，市長は，必要があると

認めるときは，提案者に対して説明を求めることができる。

２ 市長は，前項の規定により特定した提案書の提案者に対し結果通知書（様式第６号）に

より提案書を特定した旨の通知を行うものとする。

３ 市長は，提案書を特定されなかった提案者に対し，特定されなかった旨及びその理由を

結果通知書（様式第６号）により通知するものとする。

４ 提案書を特定されなかった提案者は，特定されなかった理由について疑義がある場合

は，その通知の日の翌日から起算して７日（小松島市の休日を定める条例第１条に規定す

る市の休日を含まない。）以内に市長に対しその理由の説明を書面により求めることがで

きる。

（特定結果の公表）

第 15 条 提案者の特定結果については，ホームページへの掲載，公告その他の方法により，

次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 業務名

(2) 業務概要

(3) 担当部課

(4) 採否の決定した日

(5) プロポーザル参加者名

(6) 特定した提案者の氏名及び住所

(7) 審査結果一覧表（各提案者の評価値）

(8) その他必要な事項

（受注候補者の失格と次点者の繰り上げ）

第 16 条 受注候補者が第８条第４項の規定により失格となった場合，同条の規定に該当し

ない者で，かつ第 14 条第 1項の評価が次点の者を受注候補者とすることできる。

（仕様の協議及び契約締結）

第 17 条 市長は，受注候補者と発注業務の業務仕様について協議し，その内容を決定し，

受注候補者と対象業務について随意契約により契約を締結するものとする。

（その他）

第 18 条 この要綱に定めることのほか，必要な事項は，市長が別に定める。

附 則



この要綱は，平成２４年１１月１日から施行する。

附 則

この要綱は，平成２６年９月１日から施行する。

附 則

この要綱は，令和５年８月１日から施行する。

附 則

この要綱は，令和６年８月１日から施行する。



別表第１（第６条関係）

提案書提出者を選定するための基準

別表第２（第６条，第 14条関係）

提案書を特定するための評価基準

※上記内容を参考に，発注業務に適した評価項目を加除修正し，評価項目ごとに数値化によ

る点数配分を設定する。

提案書の特定方法

①各提案書の「提案内容評価」の得点，見積価格に基づき，次の計算式で評価値を算定し

て順位付けを行い，提案書を特定する。

②評価値の計算式

評価値＝提案内容評価の得点÷見積価格（万円）

※上記の決定方法を標準とするが，対象業務の内容に応じて，審査委員会における審議によ

り決定する。

評価項目 評価の視点 指標

経営規模 経営規模の妥当性 資本金，売上高等

業務遂行力 業務遂行体制の妥当性 企業の技術者数等

履行保証力 履行保証力の有無等 自己資本比率等

瑕疵担保力 瑕疵に対する責任力の有無等 賠償責任保険の加入の有無等

業務執行技術力 対象業務を遂行するために必要な知識・経験 同種・類似業務の実績等

地域精通度 市の特殊事情の熟知度 市における過去の業務実績等

評価項目 評価の視点 判断基準 配点

提案内容 業務理解度 目的，条件，内容の理解が特に優れている ５点

目的，条件，内容の理解が優れている ３点

目的，条件，内容の理解が適切である ０点

実施手順 実施手順の妥当性が高く，工夫が図られ，特に優れている ５点

実施手順の妥当性が高く，工夫が図られ，優れている ３点

実施手順が妥当である ０点

的確性 着眼点，問題点，解決方法等が記載され，特に優れている ５点

着眼点，問題点，解決方法等が記載され，優れている ３点

着眼点，問題点，解決方法等が記載されている ０点

実現性 提案内容を裏付ける類似実績などが明示され，特に優れている ５点

提案内容を裏付ける技術資料等が適切であり，優れている ３点

提案内容によって想定される事業が適切である ０点

独創性 新技術を含む複数の高度な技術を統合化する提案があり，特に優れている ５点

複数の既存技術を統合化する提案があり，優れている ３点

既存の技術提案があり，適切である。 ０点

担当技術者 技術者資格等 対象業務に関連した資格や講習受講，経験年数等の有無 ５点

業務執行技術力 過去１０年間における同種又は類似業務の実績の有無 ５点

見積価格 コストの妥当性 業務規模と大きく乖離がある場合は非特定



様式第１号(第 10 条関係)

年 月 日

小松島市長 様

住所

商号又は名称

代表者職氏名 印

公募型プロポーザル参加表明書

年 月 日付けで公告のあった，下記の業務に係るプロポーザル方式によ

る提案書の募集について参加したいので，本書及び下記の添付書類を添えて申請します。

なお，本書及び添付書類の内容については，事実と相違ないことを誓約します。

記

１ 業 務 名

２ 添付書類

３ 担 当 者

所 属：

氏 名：

電 話：

ＦＡＸ：



様式第２号(第 11 条関係)

第 号

年 月 日

様

小松島市長 印

プロポーザル参加資格確認結果通知書

次の業務について，参加資格確認結果を通知します。

業務名：

結果１：参加資格を有することを認めます。つきましては，提案書提出依頼通知書に基づ

き提案書を提出してください。

結果２：次の理由により，資格を有することを認められません。

理由：

なお，この通知をした日の翌日から起算して７日（小松島市の休日を定める条例第１条に

規定する市の休日を含まない。）以内に書面（様式は任意）により，上記理由についての説

明を求めることができます。



様式第３号(第 11 条関係)

第 号

年 月 日

様

小松島市長 印

提案書提出依頼通知書

次の業務について，下記により提案書を作成の上， 年 月 日までに提出してく

ださい。

業務名

記

１ 業務の詳細な説明，提案書の作成様式及び記載上の留意事項，提案書の提出方法，提出

先及び提出期限，提案書を特定（採用）するための評価基準は，「説明書」に記載してあ

るので参照してください。

２ 本書に不明な点がある場合の質問の受付方法，受付窓口，受付期間及びその回答方法

(1) 受付方法

(2) 受付窓口

(3) 受付期間

(4) 回答方法

３ その他

(1) 提案書の作成及び提出に要する費用は，提案者の負担とします。

(2) 提出された提案書は，原則として返却しません。なお，提出された提案書は提出者に

無断で使用しません。

(3) 提案書に虚偽の記載をした場合は，当該提案書を無効とするとともに，虚偽の記載を

した者に対して指名停止を行うことがあります。

(4) 提案書の特定（採用）の可否については，審査後結果通知書により通知します。

(5) 提案書を特定しなかった旨の通知受けた場合は，この通知をした日の翌日から起算

して７日（小松島市の休日を定める条例第１条に規定する市の休日を含まない。）以内

に書面（様式は任意）により，市長に対して提案書を特定しなかった理由についての説

明を求めることができます。



様式第４号(第 13 条関係)

第 号

年 月 日

様

小松島市長 印

指名通知書

小松島市プロポーザル方式実施要綱に基づき，下記業務の提案書募集にあたり，貴社を提

案書提出者として指名しましたので通知します。

なお，指定日までに，参加承諾・辞退届により貴社の意思表示をしてください。

記

１ 業務名

２ 参加承諾・辞退届提出期限 年 月 日

(なお，期限までに提出されなかった場合は，辞退したものとみなします。)



様式第５号(第 13 条関係)

年 月 日

小松島市長 様

住所

商号又は名称

代表者職氏名 印

参加承諾・辞退届

年 月 日付で指名を受けたプロポーザル方式による次の業務の提案募集につ

いて，下記のとおり意思表示します。

業務名

記

１．参加を承諾します。

２．参加を辞退します。



様式第６号(第 14 条関係)

第 号

年 月 日

様

小松島市長 印

結果通知書

貴社から提出のあった次の業務の提案書について，審査結果を次のとおり通知します。

業務名：

結果１：最適であると特定しました。

契約等の手続きにつきましては，別途連絡します。

結果２：次の理由により特定しませんでした。

理 由：

なお，この通知をした日の翌日から起算して７日（小松島市の休日を定める条例第１条に

規定する市の休日を含まない。）以内に書面（様式は任意）により，市長に対して上記理由

についての説明を求めることができます。



（参考）プロポーザル方式の標準的な実施手順

【公募型プロポーザル方式】 【指名型プロポーザル方式】

事業実施の決定

プロポーザル方式採用の決裁

プロポーザル方式採用の決定

実施要領の作成

評価基準の作成

（審査委員会）

参加表明書の受領・審査

実施要領の公表

関係書類の交付

参加資格確認結果通知書送付

提案書提出依頼通知書送付

提案書の受領

提案書の審査

ヒアリング実施

（審査委員会）

提案書の特定

（審査委員会）

結果通知書送付・結果の公表

仕様協議・内容決定

実施要領の作成

評価基準の作成

提案書提出者の指名

（審査委員会）

指名通知書送付

提案書提出依頼通知書送付

参加承諾・辞退届受理

契約締結

１週間以上

１週間以内

１週間以上

２週間以上

２週間以内

２週間以内


